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組織における不正行為を正し，そして不正行為を抑止するために適切な内部告発が必要である．「公益通

報者保護法」の成立によって，内部告発が行われやすくなると予測するが，実際に内部告発行動をとるか

どうかは，内部告発に対する個人態度やその行動をとる場合予想されるさまざまな結果に基づく社会的・

倫理的意思決定によって決められる．本研究では，内部告発者保護法に対する態度と個人特性との関係を

調べ，適切な内部告発を促進する教育の意義と方策について検討した． 
 
キーワード：内部告発者保護法，態度，社会調査，個人特性，法令順守，組織風土 

 
1. 内部告発と内部告発者保護法 
 
1.1. はじめに 

 内部告発者を保護する法律，「公益通報者保護法」は

2004年5月25日に衆議院で，6月14日に参議院で可決

された．2006年4月からの施行が予定されている．この

法律は日本で初めての内部告発者保護に関する包括的

な法律で，多くの関心と期待が寄せられている． 

 内部告発を，組織的不正を防止する有効な手段として

利用できるような社会システムを構築する方策を作る

必要がある．そのためには，このような法律の成立・施

行が内部告発にどのような影響を与えるかについて，一

般の有職者がどのように考えているか，人々の内部告発

に関する意識はどのように変化するか，法律にはどのよ

うな期待を持っているかなどについて調査することが

重要である． 

本論文では，「公益通報者保護法」の成立・施行前に内

部告発者保護に関する法律への態度に関する調査結果を

報告し，適切な内部告発を促進するために必要な措置に

ついて検討する． 

 

1.2. 内部告発の定義 

「公益通報者保護法」において，内部告発を「公益通

報」という表現を用い，次のように定義している．「公

益通報」とは，労働者が不正の目的でなく，その労務提

供先又は当該労務提供先の役員，従業員などの通報対象

事実を，当該労務提供先等，行政機関，またはその他認

められる通報先に通報することをいう．また，「公益通

報」をした労働者を「公益通報者」と呼んでいる． 

内部告発という言葉は，一般的に行政機関や新聞・雑

誌・テレビなどのマスコミといった組織外部への通報を

指すことが多いが，内部告発に関する今までの研究にお

いては，用語の定義に関する見解が必ずしも一致してい

ない1)．内部告発の定義に関して少なくとも二つの問題

がある．一つは定義そのものに関するもので，もうひと

つは日本語表現に関するものである．第一の問題として，

内部告発は英語圏においてwhistle blowingで表現され

ることが多いが，その言葉が示す内容が研究者により異

なっていることが挙げられる．例えば，Near & Miceli2)

はwhistle blowingが「違法・非道徳的・規則に反する

行為に関する情報をその行為を制止できる個人や組織

に開示することである」としている．一方，同じ用語を

De George3)は，企業に所属する人間が「一般社会あるい

は企業製品の消費者にとって害のある，あるいは違法な

企業内部の行為，条件などを，政府機関や新聞社，その

他のメディアなどに通報すること」として定義している．

Jubb4)は，今までの whistle blowing の定義は三つの側

面における設定で異なると述べている．つまり，動機，

職権との関係，そして通報先なのである．動機は，公益

のためか私怨など個人的なものかに関するものである．

職権との関係は，仕事の内容として不正を指摘したり，

通報したりしたのか，仕事上の直接な関連性がないのか
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ということである．そして通報先は行政当局やマスコミ

などの組織外部だけなのか，それとも組織内部での通報

をも含むということである． 

本研究において，内部告発者保護に関する法律に対す

る態度と個人特性との関係について検討するために，回

答者がそれぞれ「内部告発」という概念の理解が異なる

ことが考えられるので，「操作的定義」で明白に限定す

る必要がある．本研究における，「内部告発」の定義に

ついては次のように考える．まず，内部告発の動機を区

別することは困難であり，場合によって裁判において解

明する必要がある．しかし，内部告発の社会的効果を考

える場合，動機に基づいて内部告発を評価することが必

ずしも最善な選択ではない．結果的に内部告発が社会の

公益になるのであれば，動機がなんであれ，それを利用

する必要があると考えられる．その意味で，本研究では

「内部告発」の動機についてこれ以上に立ち入らない． 

職権との関係に関しては，現在，日本におけるほとん

どの組織の中で明確な職権を示す職務規定書がなく，仕

事の範囲があいまいな場合が多い．従って，日本におけ

る内部告発に関する調査では「内部告発」を最初に定義

する際に，職権との関係は定義条件から外す必要がある． 

最後に，通報先に関しては組織内部での通報は内部告

発ではないとの考えもあるが，本論文では，筆者による

前報5)と同じように，「組織内部での通報」と「組織外部

への通報」の両方をあわせて内部告発とする．その理由

が二つある． 

まず，組織の立場から見ると，外部への内部告発が必

ずしも組織に対して最良な方法ではない．不正行為があ

った場合，それに関する情報が外部に漏れず，組織の内

部で秘密裏に処理しておけば，行政や社会一般からの責

任追及を免れる可能性が高いので，組織にとって都合が

よい．一方，組織外部の所管官庁やマスコミなどに通報

され，公にされた場合，組織自体は大きなダメージを受

けてしまうことが多い．内部告発はまず組織内部で通報

するという形にすれば，組織にとっても受け入れやすく

なるのである． 

第２に，通常，組織外部への通報の前に，組織内部で

既に問題を指摘していたことが多い5,6,7)．通報者の立場

から見ると，通報が不正行為を正すために行われるもの

なので，組織内部での通報だけで問題が解決できれば，

外部への通報は必要ない．つまり，内部での通報者と外

部への通報者は，ほとんどの場合同じ人物である．如何

に通報しやすい環境を作り，不正行為を正し，あるいは

予防するかについて検討するためには，内部での通報と

外部への通報を一つの通報行動とした場合，通報行動と

その影響要因との関係の把握がより容易である． 

内部での通報と外部への通報は，組織にとって大きく

違うが，通報者にとっては「通報」という行動の異なる

位相だけである．外部への通報を減少させるために，組

織としては，不正行為を指摘し，反対意見を唱えた人を

責めたり，「変わり者」として扱ったりすることのない

ような対応が必要である．それが可能になれば，組織の

自浄メカニズムがはじめて有効に機能する．  

日本語の表現に関しては，現在主に内部告発，公益通

報，ホイスル・ブローが使われている．内部告発という

表現は，密告などのネガティブイメージがあるので，芳

しくないという主張がある8)．ホイスル・ブローという

表現は英文の逐語訳で，ネガティブなイメージがないで，

最も相応しいとの考えもある 1)．また，公益通報は現在

の法律関係で使われているので，最もポジティブなイメ

ージがあるが，通報によって直面しなければならない困

難さはまったく見えない． 

以上のことを総合的に考え，本論文では敢えて「内部

告発」の表現を使い，その範囲も「内部での通報」と「外

部への通報」のいずれも含むとした．また，内部告発者

が労働者に限定するという条件を設けていない． 

この定義は必ずしも法律上の定義と一致したもので

はないが，研究の目的を考えた場合に，特に一致させる

必要はないと思われる． 

 
1.3. 内部告発者保護法の意義 

「公益通報者保護法」が成立し，2006 年からの施行が

予定されているが，類似した包括法は諸外国で既に存在

している．例えば，アメリカでは，1989年に連邦政府公

務員を対象とする内部告発者保護法（Whistleblower 

Protection Act）が成立した．また，他の連邦法と州法

でも内部告発者保護に関するものがある．イギリスでは

1998年に「公益情報開示法（Public Interest Disclosure 

Act）」が制定された．韓国では，2001年に主に公務員や

国家議員の不正行為に対応する腐敗防止法が制定され，

内部告発者の保護が法律で規定された9)． 

日本においては，従来から個別法での対応があったが，

包括的な法律はなかった10)．しかし，個別法はそれぞれ

の限定された特定の範囲において法令違反を当局に通報

した人に対して保護することができるが，対象としてい

ない領域における法令違反に対しては，効力が及ばない

のである．広範な法令違反に対応できる包括的な法律が

必要なっていた． 

「公益通報者保護法」の2006年からの施行によって，

内部告発の状況はどのように変るのだろうか．次の節で，

まず諸外国の事例を見てみよう．  
 

1.4. 内部告発者保護法の効果 

内部告発者の保護に関する法令が既に施行されている

諸外国において，通報の件数や回収された公金の状況は

報告されている．まず，アメリカの場合，連邦政府の財
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産を守るために，不正請求について告発した通報者を保

護する法律，虚偽請求法（False Claim Act)がある．こ

の法律は 1863 年から施行されたが，1943 年に法律が改

正され，告発者に対する奨励金の条件などが厳しくなっ

て以降，この法律が適用されることは少なくなった． 

1981年，アメリカ連邦会計監査院(General Accounting 

Office)は，連邦政府に対する不正請求による損害額が発

覚した案件だけでも1.5から2.0億ドルに上り，発覚し

ていない案件を考えると，損害額が莫大であることを報

告した．この事態を重く受け止めた連邦議会は，不正に

より巨大な損失を受け続けているにもかかわらず，連邦

政府が不正行為を検挙するための適切な手段を持ってい

ないことから，民間人及び彼らの弁護士による支援が必

要だと結論づけた．このような状況を背景に，1986年に

虚偽請求法が改正され，罰則の強化，原告の役割の拡大，

そして通報者への報奨金の増額が行われた．これによっ

て，2000 年までに 3600 件を越える訴訟が起され，結果

として連邦政府が 47 億ドル以上の不正請求による損害

を取り戻した． 

イギリスの「公益開示法」に関しては，ＮＧＯ「職場

における公益」（Public Concern at Work）11)によれば，

施行された最初の３年間，内部告発によって不利益を受

けたとするケースが計1200件提訴された．そのうち，聴

聞会に取り上げた全案件の23%（92件）は「公益開示法」

によって，また 23%はそれ以外の労働差別関連法によっ

て勝訴したという．「公益開示法」によって勝訴した場合，

最高80万5千ポンド，平均で10万7千ポンドの賠償金

が獲得したという． 

 また，韓国の場合，「腐敗防止法」が2001年7月に制

定され，2002年1月に大統領直属の「不正腐敗申告セン

ター」が設立された．同センターの発足から１年半の間

に，3503件の申告を受け，うち108件について捜査機関

に移され，立件されたという9)． 

 これとは別に，アメリカの連邦政府公務員を対象とす

る内部告発に関連する調査結果が報告されている．アメ

リカでは公務員に関連する法案として 1978 年の公務サ

ービス改革法 （Civil Service Reform Act），1989年の

内部告発者保護法（The Whistle-blower Protection Act）

が制定された. Miceliら12)は1980年から1992年の間を，

内部告発者保護に関する法律が整備されてきたと期間と

考え，1980年，1983年，そして1992年の連邦政府公務

員の調査データについて検討した．その結果，組織にお

ける不正行為の経験率は，1983 年の第２回調査（18%）

と1992年の第３回調査（14%）が，1980年の第１回調査

（45%）より有意に低かった．また，通報経験率は，第３

回（48%）が第１回（26%）より有意に高かったが，第２

回（40%）とは有意差はなかった．一方，報復を体験した

比率は，第３回（38%）が第２回（21%）と第１回（17%）

より有意に高く，そして実名通報経験率においては，第

３回（55%）と第２回（60%）のどちらも第１回（74%）よ

り有意に低かった． 

全体として，法律の施行によって組織内部の不正行為

が少なくなったと感じられ，内部告発率も高くなった傾

向がある．その一方，報復が増加したように感じられ，

また匿名による通報が増えてきたのである． 

 

1.5. 内部告発への態度は重要 

以上の諸外国の事例と同じようになれば，2006年4月

から施行される「公益通報者保護法」に対して一定の効

果が期待できよう． 

今回の「公益通報者保護法」の制定に当たって，法案

を作った内閣府は「内部告発を奨励するのではなく，企

業に通報窓口を作ってもらい，問題の早期解決を促すの

が狙い」だとしている13)．つまり，内部告発を積極的に

求めないが，通報窓口を整備し，誰かが通報してくれれ

ば，その人が不利益を受けないように保障するという立

場である．内部告発によって組織に対する忠誠心が弱く

なったり，組織が破壊されたりすることを危惧している

ことが伺える． 

 しかし，昨今の社会情勢，企業などの組織における根

深い不正の状況から考えると，内部告発を奨励してもよ

いと考えられる．例えば，東京電力の点検結果記載不正

の発覚のきっかけとなった内部告発の事例において，東

京電力の原子力発電所の点検を請け負ったアメリカＧＥ

社の社員がＧＥ社の不誠実な対応に対する不満が直接な

動機で当時の通産省に通報したようである 14)．しかし，

この告発によって，東京電力における多くの組織的不正

が明らかになり，また日本の原子力行政にも多くの変革

をもたらしたことは周知のとおりであり，その告発行為

も高く評価されている．この告発は，内部告発が保護さ

れるようになった原子炉等規正法が改定された後であっ

た．しかし，内部告発が保護されるにもかかわらず，東

京電力社内からの告発はなかった．つまり，法律があっ

ても，問題意識がなければ，あるいは内部告発に対して

ネガティブなイメージを持っていれば，あるいは法律の

保護に対して不信感を持っていれば，通報は行われない

のである． 

 以上のことを考えると，組織における不正行為につい

てより多くの組織メンバーが内部告発できるかは法律よ

る保護だけの問題ではない． 

 内部告発者保護法は，字面の通り内部告発者を保護す

る法律であり，必ずしも内部告発を促進するわけではな

いのである．むしろ，不正行為に立ち向かい，適切な方

法で通報することは，有職者の正義感や内部告発に対す

る態度によって大きく規定されると考えられる． 

 内部告発者保護法について，一般の有職者はそれをど
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のように認識しているか，どのような期待を持っている

か．それぞれが置かれている環境や個人の特性によって

このような法律に対してどのように反応しているかにつ

いて心理学の立場から検討する必要がある． 

 

1.6. 内部告発に対する態度の調査 
 筆者は内部告発や内部告発者に対する印象や態度につ

いて調査し，その結果について報告している 5)．その主

な結果として，内部告発や内部告発者に対する態度が職

位や年齢，教育歴など個人属性によって異なる．内部告

発に関する教育を異なる対象者に細分して検討する必要

性があることを唱えている． 

内部告発に踏み切るかどうかは個人の社会的・倫理的

意思決定によるものである 15,16)．この意思決定において

は，内部告発したら自分自身にとってどのような結果に

なるかが一つの判断材料となる．その意味で，内部告発

者保護法が通報者の保護に対してどの程度保護できるか，

どの程度有効化も重要な問題となる．内部告発者保護法

に対する態度を調べることで，法律の適用と内部告発に

関する教育への有用な示唆が得られると考えられる． 

 次の章では，内部告発に対する態度に関する社会調査

のうち，内部告発者保護法への態度の結果を報告する．

なお，この調査は「公益通報者保護法」の成立する前に

行われたもので，法律の適用範囲など法案の詳細内容が

まだ明らかになっていない条件で得られた結果である．

従って，ここで法律に対する態度は具体的な法律条文よ

りむしろ，内部告発者を保護する法律という枠組みに対

するものである． 

 

 

2. 内部告発保護法への態度に関する社会調査 

 

2.1. 調査実施の概要 

内部告発に対する態度と行動に関する総合的な調査と

して，2003年1月～2月の間に，関東1都6県(東京都・

神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県)

の有職者に対して質問紙による調査を実施した．対象者

は 20 代～50 代の常勤有職者で，就業者人口の比例に基

づいて性別×年齢層の擬似層別比例無作為抽出で選ば

れた2000人であった．  

  

2.2. 調査票の構成 

調査票は主に①内部告発に対する態度，②内部告発者

に対する態度，③内部告発の理由のイメージ，④内部告

発者保護法に対する態度，⑤組織内部の不正の目撃及び

通報の経験，⑥８種類の心理尺度，⑦回答者の個人特性

及び所属組織の特性から構成された．  

 内部告発者保護法に対する態度に関しては，「法律が作

られると，健全な組織運営が期待できる」，「内部告発者

を保護する法律があれば，内部告発の件数が多くなる」，

「法律が作られると，組織や職場での信頼関係が損なわ

れる」，「法律は，実名で告発した人だけを保護すべきで

ある」のような 15 の質問項目を態度尺度として用いた

（Table 1を参照）．これらの15尺度において，「そう思

わない」，「どちらかといえばそう思わない」，「どちらと

もいえない」，「どちらかといえばそう思う」，「そう思う」

の5段階の選択肢を用意し，回答者に選ばせた．またデ

ータ解析に際して1点から5点にコード化した． 

 個人特性として，回答者の性別，年齢，学歴，配偶者

の有無，扶養家族の人数，年収レベル，雇用形態，職種，

職位，勤続年数など，また組織特性として回答者の所属

する組織の規模，職場の規模，業種などについて回答し

てもらった．さらに過去5年間の間に組織内部で不正行

為の目撃経験と通報の有無についても回答してもらった．

他の質問項目の詳細は，筆者による前報 5)を参照された

い． 

 

2.3. 調査の結果 

(1) 回収の状況 

調査票の有効回収率は，性×年齢層の8条件のいずれ

においても50%以上で，全体の平均値が54.8％であった． 

(2) 内部告発者保護法に対する態度 

【因子分析の結果】 

全回答者の上述の 15 尺度における評定値に対して因

子分析を行った（主因子法）．その結果，固有値1.0以上

の因子が四つ抽出された（累積寄与率は40.7%）．バリマ

ックス回転の結果に基づき，各因子の解釈を行った

（Table 1）．第1因子に負荷量（ここで関連性を表す指

標として考えてもよい）の高かったのは「法律が作られ

ると，健全な組織運営が期待できる」，「法律が作られる

と，組織における不正行為が少なくなる」などであった

ので，「組織健全化因子」と命名した．第2因子に負荷量

の高かったのは，「内部告発者を保護する法律があれば，

内部告発の件数が多くなる」，「このような法律は，社会

全体の利益に貢献する」などであったので，「法律による

正の効果因子」と命名した．また，第3因子に負荷量の

高かったのは，「法律が作られると，組織や職場での信頼

関係が損なわれる」と「法律が作られると，内部告発が

ある度に調査を受けるので，組織の運営に大きな支障が

出る」の2項目で，「法律による負の効果因子」と命名し

た．最後に，第4因子に負荷量の高かったのは，「法律は，

実名で告発した人だけを保護すべきである」や「法律は，

理由なく組織内部での通報をしないで，直接監督官庁や

マスコミなどの外部機関に通報した人を保護すべきでな

い」であったので，この因子を「保護対象限定因子」と

命名した．また，それぞれの因子に対応する複数の尺度
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（質問項目）における回答の一致性の程度を表すα（ア

ルファ）係数を算出したところ，比較的に低いことが分

かった(Table 1)． 

【個人特性と法律に対する態度との関連】 

・雇用形態 

雇用形態別に，各因子における平均得点（因子に対す

る各項目のウェートが考慮された因子得点を使うことも

可能だが，因子得点の絶対値の意味づけが困難である．

α係数が比較的に低いが，尺度の平均評定値が分かりや

すいので，以下の解析において平均評定値を用いる）に

対して分散分析を行ったところ，第2因子「法律による

正の効果因子」においてのみ，雇用形態の効果が統計的

に認められた（F(2,1074）=10.081, p<.001, η2=.018)．

多重比較（Tukey法,α=.05.以下同様）の結果，正社員・

正職員より契約/嘱託社員の方が有意に高かった．派遣社

員は上述のどちらのグループとの間にも有意な差異を示

さなかった(Fig. 1)． 

・職種 

有意差は見出されなかった． 

・職位 

第1因子と第2因子においては職位による有意差が見

られなかったが，第3因子（F(6,1060）=2.994, p<.01,  

η2=.017) と第4因子（F(6,1057)=3.012, p<.01, η2= 

.017)においては，有意差が得られた．多重比較の結果，

第3因子においては，社長クラスの評定値がほかの職位

のそれよりも有意に高かった(Fig. 2)．つまり，法律に

よる副作用を高く見積もったことが示された．また，第

4 因子「告発のルールが必要」においては，役員クラス

と社長クラスは最も高いが，役員クラスのみが他のクラ

スとの間に有意差が認められた(Fig. 3)． 

・転職の経験 

 転職の経験平均回数は1.34回（SD=1.76）で，中央値

は1.0回であった．転職経験回数と四つの因子における

平均評定値との相関を算出したところ，第2因子との間 

にわずかながら正の相関が認められた(r=.073, p<.05)．  

転職の多い人が法律によるポジティブな効果をより高く

判断している可能性が示唆された． 

・勤続年数 

回答者の現在の勤務先での平均勤続年数は 12.42 年

（SD=10.45），中央値は9.54年であった．勤続年数と四

つの因子との相関を調べたところ，有意な相関は認めら

れなかった． 

・性別 

1 要因の分散分析を行った結果,四つの因子のいずれ

においても性別による差は得られなかった． 

 

Table 1 法律に対する態度の因子分析結果             

態度尺度 第1 因子 第2 因子 第3 因子 第4 因子 共通性 α係数 

法律が作られると，健全な組織運営が期待できる． 0.742 0.284 -0.184 0.011  0.405 

法律が作られると，組織における不正行為が少なくなる． 0.702 0.276 -0.160 0.140  0.231 

法律が作られると，組織における順法意識が強くなる． 0.560 0.094 0.182 -0.098  0.431 

法律が作られると，職場で法律違反や規定違反になりそうな提案に対し

て，誰でも気軽に反対意見を言える． 
0.516 0.268 -0.239 0.242  0.396 

0.762 

内部告発者を保護する法律があれば，内部告発の件数が多くなる． 0.193 0.618 0.103 -0.026  0.528 

このような法律は，社会全体の利益に貢献する． 0.302 0.605 -0.252 -0.080  0.413 

内部告発者を保護する法律が必要である． 0.205 0.547 -0.083 -0.240  0.490 

内部告発を保護する法律が作られると，組織や職場の雰囲気が明るくな

る． 
0.195 0.478 -0.270 0.237  0.365 

法律で内部告発者を保護することができる． 0.081 0.469 -0.044 0.056  0.665 

0.718 

法律が作られると，組織や職場での信頼関係が損なわれる． -0.112 -0.135 0.645 0.207  0.613 

法律が作られると，内部告発がある度に調査を受けるので，組織の運営

に大きな支障が出る． 
-0.027 -0.031 0.631 0.114  0.454 

0.640 

法律は，実名で告発した人だけを保護すべきである． -0.046 -0.028 0.111 0.527  0.396 

法律は，理由なく組織内部での通報をしないで，直接監督官庁やマスコミ

などの外部機関に通報した人を保護すべきでない． 
-0.008 -0.154 0.126 0.464  0.293 

法律が作られると，組織メンバーの組織に対する忠誠心が高くなる． 0.382 0.246 -0.184 0.394  0.255 

法律は，まず組織内での通報を義務付けるべきである． 0.098 0.073 0.042 0.386  0.166 

0.486 

因子寄与 2.009 1.843 1.184 1.066     

説明率（％） 13.392 12.288 7.891 7.108      
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・配偶者の有無 

 四つの因子の平均得点それぞれに対して1要因の分散

分析を行った結果，第4因子においては，配偶者ありと

配偶者なしの間に有意差が認められ(F(1,1064)=5.220, 

p<.05, η2=.005)，配偶者無し回答者より配偶者有回答

者の方が，内部告発にルールが必要ということに比較的

に高く評定していたのである(Fig. 4)． 

5

4

平
均
評

3
定
値

・年齢層 

 回答者の年齢を20代，30代，40代，そして50代以上

の四つの年齢層に分け，年齢層と4因子における評定値

に対する1要因の分散分析を行った．その結果，第1因

子においては，有意傾向が見られた（F(3,1079）=2.320, 

p=.074, η2=.006）．多重比較の結果，20代より50代以

上の回答者は高い得点をあげたことが明らかになった

（Fig. 5）．また，第4因子において，年齢差の効果も認

められた（F(3,1079）=3.012, p<.05, η2=.008)．多重

比較の結果，20 代より 50 代以上の回答者の評定点が高

かった（Fig. 6）． 

2

1

契約/嘱託社員 正社員・正職員 派遣社員

Fig.1 雇用形態と第2 因子における評定値 
雇用形態 

  

5

4

平
均
評 3

・学歴 定
値

学歴について，中卒(28人)，高卒(358人)，短大・高

専・専門学校卒(232人)，大卒(427人)，大学院卒(27人)

の５つに分類し，四つの因子における評定値に対する学

歴の一要因分散分析を行った結果，第３因子

（F(4,1067)=3.714, p<.01, η2=.014）と第４因子

（F(4,1063)=7.400, p<.001, η2=.027）においては学歴

の効果が有意に認められた．第３因子に関して多重比較

の結果，高卒と大卒の間にのみ有意差が見られ，高卒よ

り大卒の方が有意に低かった(Fig. 7)．また，第４因子

に関して多重比較の結果，大卒・大学院卒のそれぞれが

高卒・短大等卒より有意に低かった(Fig. 8) 

（F(4,1063)=7.400, p<.001, η2=.027）においては学歴

の効果が有意に認められた．第３因子に関して多重比較

の結果，高卒と大卒の間にのみ有意差が見られ，高卒よ

り大卒の方が有意に低かった(Fig. 7)．また，第４因子

に関して多重比較の結果，大卒・大学院卒のそれぞれが

高卒・短大等卒より有意に低かった(Fig. 8) 

2

1

係長 主任 社長 役員

課長・室長 部長・所長
一般社員・職員

職位 

Fig. 2 職位と第3 因子における平均評定値   

5

4平
均
評 3

つまり，低学歴の回答者と比べて高学歴の回答者は，

内部告発による組織に対するダメージや内部告発に関す

る厳格なルールの必要性を比較的に低く判断しており，

内部告発を比較的に気軽に考えているように見える． 

つまり，低学歴の回答者と比べて高学歴の回答者は，

内部告発による組織に対するダメージや内部告発に関す

る厳格なルールの必要性を比較的に低く判断しており，

内部告発を比較的に気軽に考えているように見える． 

定
値 2

1

係長 社長 役員 主任

課長・室長 部長・所長
・扶養家族の人数 ・扶養家族の人数 一般社員・職員

職位  扶養家族の人数について，扶養家族なし，1人，2人，

3人，4人以上の5種類に分類し，四つの因子のそれぞれ

に対する1要因の分散分析を行った．その結果，第2因

子において，扶養家族の人数による効果が認められた

（F(4,1054)=2.481, p<.05, η2=.009）．多重比較の結果，

4 人以上条件と比べて 1 人条件の場合では，法律の正の

効果に対する評定値が有意に高いことが認められた(Fig. 

9)． 

 扶養家族の人数について，扶養家族なし，1人，2人，

3人，4人以上の5種類に分類し，四つの因子のそれぞれ

に対する1要因の分散分析を行った．その結果，第2因

子において，扶養家族の人数による効果が認められた

（F(4,1054)=2.481, p<.05, η2=.009）．多重比較の結果，

4 人以上条件と比べて 1 人条件の場合では，法律の正の

効果に対する評定値が有意に高いことが認められた(Fig. 

9)． 

Fig. 3 職位と第4 因子平均値との関係   

子に対して一要因分散分析を行ったところ，第４因子に

おいては有意差が得られた(F(1,1038)=4.389, p<.05, 

η2=.004)．つまり，扶養子供なし条件よりも扶養子供あ

りの方が内部告発のルールの必要性に対して比較的に高

く評定している． 

子に対して一要因分散分析を行ったところ，第４因子に

おいては有意差が得られた(F(1,1038)=4.389, p<.05, 

η2=.004)．つまり，扶養子供なし条件よりも扶養子供あ

りの方が内部告発のルールの必要性に対して比較的に高

く評定している． 

・扶養子供の人数 ・扶養子供の人数 ・本人の収入 ・本人の収入 

扶養家族のうち子供の人数を０，１，２，３，４人以

上に分け，それぞれの因子での評定値に対して子供の人

数の一要因分散分析を行ったが，有意な効果が得られな

かった．扶養子供あり・なしの２種類に再分類し，各因 

扶養家族のうち子供の人数を０，１，２，３，４人以

上に分け，それぞれの因子での評定値に対して子供の人

数の一要因分散分析を行ったが，有意な効果が得られな

かった．扶養子供あり・なしの２種類に再分類し，各因 

本人の収入は「130万未満」から「1千万以上2千万以 本人の収入は「130万未満」から「1千万以上2千万以 

下」の計6種類があり，各因子の平均評定値に対して本

人収入の1要因分散分析を行ったが，いずれの因子にお

いても有意な効果が得られなかった． 

下」の計6種類があり，各因子の平均評定値に対して本

人収入の1要因分散分析を行ったが，いずれの因子にお

いても有意な効果が得られなかった． 
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・ローンの有無 
5

それぞれの因子における平均評定値に対して，一要因

分散分析を行ったところ，住宅ローンや自動車ローンな

どの有無による効果が認められなかった． 

4

平

均

・支持政党の種類 評 3
定

支持政党の種類は保守系，中道系，革新系，支持政党

なしの4種類があった．各因子の平均評定値に対して支

持政党種類の1要因分散分析を行った．その結果，まず

第1因子においては，支持政党の効果が有意に認められ

た（F(3,1026)=6.725, p<.001, η2=.019）．多重比較の

結果，支持政党なしの回答者より，中道系と革新系のい

ずれも有意に高かった．保守系は中道系・革新系と支持

政党なしの間にあるが，いずれとの間には有意差は得ら

れなかった． 

値

2

1

なし あり

配偶者の有無 

Fig  4 配偶者の有無と第4因子における評定値 
 

5

第2因子においては支持政党の効果が有意に認められ

た（F(3,1029)=8.870, p<.001, η2=.025）．多重比較の

結果，革新系と中道系が保守系より高かった．また，革

新系が支持政党なし条件より高かった． 

4

平
均

評 3

定

値

第3因子においては支持政党の効果が有意に認められ

た（F(3,1030)=4.505, p<.01, η2=.013）．多重比較の結

果，保守系はほかのいずれの分類よりも有意に高かった． 

2

第4因子においては支持政党の効果が有意に認められ

た（F(3,1027)=2.848, p<.05, η2=.008）．多重比較の結

果，保守系は革新系と支持政党なしのいずれよりも有意

に高かった． 

1

40代 50代以上20代 30代

Fig.  5 年齢層と第１因子における評定値 
年齢層 

 

・ボランティア活動の参加状況 
5

最近1年の間に参加したボランティア活動の種類の数

を集計し，四つの因子における評定値との相関分析を行

ったが，有意な相関は認められなかった．そして，参加

したことのある人とない人の 2 種類に分け，1 要因分散

分析を行ったが，有意差は得られなかった． 

4

平
均

3評
定
値

・通報経験 2

組織において，「過去5年間に，不正行為を見たり，知

ったりしたことがありますか」との問いに対する回答は，

「はい」と答えた191人のうち，通報しなかった人が145

人で，何らかの形で通報した人が46人であった． 

1

40代 50代以上20代 30代

Fig. 6 年齢層と第4因子における評定値 
年齢層 

 

それぞれの因子における平均評定値に対して，通報し

た経験の1要因分散分析した結果，第2因子には有意傾

向が見られ，通報しなかった人よりも通報した人の評定

値が高かった（F(1,187)=3.363, p=.068, η2=.018）．つ

まり，内部告発に関する法律の必要性を比較的に高く評

定したのである(Fig. 10)． 

5

4

平
均

3評
定
値

【組織特性と法律に対する態度との関連】 
2

・勤務先の規模 

勤務先の規模による四つの因子の平均評定値への影響

を調べるために，一要因の分散分析を行った．その結果，

第1因子においてのみ，有意傾向が見られた（F(6,1032)= 

2.024, p=.060, η2=.012）．多重比較の結果，規模は10 

1
短大等卒 大卒 中卒 高卒 大学院卒

Fig. 7 学歴と第3因子における評定値 
学歴 
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人から 29 人の条件がそれ以上の人数とそれ以下の人数

条件より評定値が低かった．つまり，組織の健全化に対

する法律の効果を期待する程度が比較的に低いのである

(Fig. 11)． 

5

4

平

均

評 3

・職場の規模 定

値

現在の職場の規模の平均は55.760人（SD=76.266），中

央値は28人であった．職場の規模と四つの因子との相関

は認められなかった． 

2

1

短大等卒 大卒 大学院卒中卒 高卒

学歴 
・業種 

Fig.  8 学歴と第4因子における評価値 
  業種による効果は見られなかった． 

 

 
Fig.  9 扶養家族人数と第 る評価値 

1

4

5

なし 1人 2人 3人 4人以上

扶

平

 

3. 結果の考察と内部告発に関する教育への示唆 

一般の有職者は内部告発者を保護する法律にどのよう

な態度を持っているか，何を期待しているか．また，そ

のような法律ができた場合，社会の公益のために内部告

発を行う傾向が高くなるのであろうか．有職者の置かれ

た状況がどのように影響を与えるのであろうか．内部告

発を法令違反に対する抑止手段として積極的に取り入れ

るために，内部告発についてどのような教育プログラム

が必要かについて検討する必要がある．今回の調査では

以下のことが明らかになった． 

均
3評

定

値

2

養人数 
2因子におけ

 

 

Fig. 10 通報経験と第2 おける評定値

3.

3.

3.

3.8

通報なし 通報あり 
通報経験 

平
均

75
内部告発者保護法に対する態度は全体的にポジティ

ブなものであった．態度の大きな側面を把握するために，

因子分析を行った．その結果，内部告発者保護法に対す

る態度の背後にある四つの共通因子が見出された．各因

子に関する尺度の評定値について検討すると，第1因子

の「組織健全化因子」に関して，全体の平均値は 3.51

で，「どちらでもない（3）」「どちらかといえば，そうだ

(4)」の中間であるので，内部告発者保護法によって組

織の健全化ができると考えていることが示されている．

年齢層と政治的傾向（支持政党の種類）によって評定の

程度が異なる．高年齢層と革新系・中道系を支持する回

答者は保護法の組織健全化への促進効果を比較的に高

く評価している．年齢層に関しては，高年齢層が保守的

になると一般的に考えられているが，ここで逆の結果が

得られ，低年齢層に対して内部告発のポジティブな効果

をより一層認識させる必要性が示唆される． 

3.7

65
評
定 3.6
値

3.55

3.5

45

 因子に

 

関連しているので，単純な理由を挙げるのが難しい．政

Fig. 11 勤務先規模 平均得点 

1

2

4

5

1～9人
10～29人

30～99人
100～299人 

0～999人 
1000～2999人

3000人以上

勤務先規模 

平
均
評 3
定
値

第2因子の「法律による正の効果」においては，全体

の平均値が 3.63 で，「どちらかといえば，そうだ(4)」

に近い．雇用形態，転職経験，扶養家族の人数，政治的

傾向，通報経験によってこの因子に関する態度の評定値

が変動する．正社員・正職員が契約/嘱託社員より低く

評定しているのは長年にいた組織に少し諦めたか，大き

く変わってほしくない心情を反映しているのかもしれ

ない．転職回数の多い人が契約社員と相通じる点がある

ので，回答の傾向も類似する．扶養家族が 1 人の場合，

やや評定値が高いが，これは年齢層・収入・職位などと 

30

と第1因子の

治傾向に関しては，革新系と中道系の政党を支持する回

答者が比較的に高く評定していることは，変化を求め，

また変化ができると信じるからだと推測できよう．そし

て，通報の経験がある回答者がそのような経験がなかっ
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た回答者よりも高く評定している．これは，前からそう

思っていたから通報ができたか，あるいは通報の経験が

あったから，通報による効果を高く見積もりようになっ

た，の二つの可能性がある．組織内部で直属上司への通

報でもよいので，通報を奨励し，組織メンバーに通報を

経験させることが適切な内部告発をしやすい環境を作

るための重要な手段になる可能性がある． 

第 3 因子の「法律による負の効果因子」に関しては，

全

て全

イズ

から施行予定の「公益通報者保護法」に対して

場合，内部告発者が保
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体平均値は 2.97 で，ほぼ「どちらともいえない」の

回答となっている．しかし，職位，学歴と支持政党の種

類によって態度が変化する．まず，職位では，社長クラ

スは評定値が 3.72 で，負の効果を認める形となった．

組織のトップは，内部告発による組織へのダメージを危

惧していることが示された．この結果は，内部告発者保

護法や内部告発に関する規定・規則が組織トップの危惧

を取り除くような措置をとらないと，組織トップの本当

の支持が得られないことを示唆していると考えられる． 

学歴に関しては，高卒が大卒や大学院卒より高く評定し 

ている．現象的には低学歴の回答者が負の効果がより大

きく見る．内部告発に関する教育においては，学歴層を

考慮する必要があることが示唆されているが，その具体

的な方策はこれからの検討課題となる．また，支持政党

の種類に関しては，保守系を支持する回答者は，他の回

答者よりも負の効果をより厳重に判断している． 

 最後に，第4因子の「保護対象限定因子」に関し

体の平均値が 2.79 で，実名通報といった通報条件を厳

しくすることにやや否定的であった．この因子に対する

回答は，職位，配偶者の有無，扶養子供の有無，年齢層，

学歴，支持政党の種類によって異なる．職位では，社長

や役員クラスが保護対象限定し，条件を厳しくする必要

性を比較的に高く感じる．また，50代以上で，配偶者が

おり，扶養家族に子供がおり，低学歴，支持政党が保守

系の回答者が通報条件を厳しくすることに賛同の程度

が高い．これらの傾向にどのように対応して内部告発に

関する規則を作ったり，不正行為について通報するよう

に呼びかけたりするかは今後の検討課題になる． 

 個人特性に対して，組織特性として業種や職場サ

などによる内部告発者保護法に対する態度への影響が

見出されなかった．但し，10人～29人規模の組織では，

第1因子において評定値が低い．この規模の組織の集団

としての特性である可能性があり，今後追試する必要が

ある． 

 2006年

数多くの意見が出されている．例えば，公益通報者に不

利益な扱いを与えた企業に対する罰則がないこと，下請

け会社の経営者などは保護の範囲外になっていること

などである．また，勤め先や行政機関に通報すれば失職

になったり，勤め先に言えば証拠を隠されたりする恐れ

があることを通報者は証明しなければならないので，メ

ディアや消費者団体など外部への通報は難しく，事実上

内部告発を困難にしたという意見もある．更に，通報が

保護される範囲は刑法や食品衛生法，証券取引法などに

違反している場合に限られることも問題点として指摘

されている．これらの問題点が，如何に内部告発者保護

に関する法律に対する態度に影響を与えるかについて

更に調査研究する必要がある． 

 内部告発者保護法が施行された

護されることになるが，内部告発，特に外部への内部告

発は容易ではないことが多い．解雇の危険がなくなって

も，例えば組織や同僚による嫌がらせや孤立に会わされ

る可能性がある．これを防ぐために，組織の内部告発に

関する規定や窓口の整備のほかに，内部告発を受け入れ，

そして評価する意識・態度の形成が必要不可欠である．

組織における不正を正し，また不正行為を抑止するため

に，適切な内部告発が可能な環境が求められている． 

 「公益通報者保護法」の成立によって，法的環境整備

は一歩前進となったが，今後，法令順守の組織風土と内

部告発制度，内部告発に関する教育の手法について心理

学の側面から研究開発を更に推進していく必要がある．  
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Whistle-blowing is necessary for correcting and punishing organizational wrong-doings, and it may also be served 

as a deterrent to violations of laws and regulations in organizations. Because whistle-blowing behavior is based on 
one’s attitude to the act and the prospected results, it is important to know employees’ attitudes to whistle-blower 
protection laws and their expectations on such laws. In this study, relationship between attitudes to whistle-blower 
protection laws and individual characterist
educational prog
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